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（一社）日本水道運営管理協会 

（一社）日本下水道施設管理業協会 

 

 

１． 背景 

水道整備・管理行政が厚労省より国交省に移管された（水質基準等の一部は環境

省に移管された）ことにより、国交省においては上下水道一体での事業推進が図ら

れています。また、地方公共団体においても国の方針に沿って、上下水道一体での

事業実施が進められつつあります。 

 

２．水管協と管理協の連携 

  このような状況に鑑み、水道施設の維持管理を営む法人を会員とする水管協（代

表理事：中河浩一クボタ環境エンジニアリング（株）社長）と下水道施設の維持管

理を営む法人を会員とする管理協（会長：西原幸志（株）西原環境社長）が民間事

業者側として上下水道一体での事業推進に役割を果たしていくため、それぞれの持

つ情報の共有化の推進などにより連携し、将来の両協会統合に向けて協力して活動

を行うこととしました。（このたび、両協会で覚書を締結しました。） 

 

 

一般社団法人 日本水道運営管理協会（水管協）と 

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会（管理協）が統合へ 

＜問い合わせ先＞ 

一般社団法人 日本水道運営管理協会 

      事務局長 栢
かや

森
もり

 俊之 

      ０３－３５１６－３９８０ 

 

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 

      常務理事 植田 達博 

      業務部長 馬場 純一 

      ０３－６２２８－３２９１ 


